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  「岩手で働く」を実現するための情報誌 

第６号 
【平成29年12月発行】 いわて労働 ＮＥＷＳ 

1 快挙！ 岩手県選手団             

ものづくり技能日本一を競い合う
「とちぎ技能五輪・アビリンピック
2017」において、本県選手団が金メ
ダル１個を含む16個のメダルを獲得
し、また、選手団賞として優秀な成
績を収めた都道府県選手団に対して
授与される全国技能士会連合会会長
賞を受賞しました。 

「とちぎ技能五輪・アビリンピック2017」岩手県選手団 

第55回技能五輪全国大会 ７職種13名 
（金賞１名、銀賞４名、銅賞１名、敢闘賞７名） 
全国技能士会連合会会長賞 
 

本県選手団の金メダル獲得は、平成21年度 茨木大会
(理容職種)以来８年ぶり、選手団賞受賞は平成16年
度 岩手大会(最優秀選手団賞)以来13年ぶりの快挙。 

第55回技能五輪全国大会 
①開催期間 平成29年11月24日(金)～27日(月) 
②実施職種 42職種(参加選手数1,337名) 
③本県出場選手 14職種32名 

第37回全国障害者技能競技大会(アビリンピック) 
①開催期間 平成29年11月17日(金)～19日(日)  
②実施種目 22種目(参加選手数365名) 
③本県出場選手 ８種目８名  

入賞：３種目３名（銀賞１名、銅賞２名） 

左官職種で金賞を獲得した、 
樋口選手と指導担当者。 

 【目次】 

  １ 県内の主なトピックス （１頁） 

  ２ 国や県などの取組のお知らせ （２頁） 

  ３ 各種助成金のお知らせ （14頁） 
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いわて働き方改革推進運動とは･･･  
 「いわて働き方改革推進運動」とは、県内の企業や団体の働き方改革を進めようとする運動です。 
  平成29年11月末時点で、県内企業100社から本運動への参加宣言をいただいています。 

 県では引き続き、県内の企業・団体に、この運動への参加を呼び掛けるとともに、優れた取組を表彰 
するなど普及を図り、県内の魅力ある雇用・労働環境づくりを推進しています。 
 
運動に参加すると･･･ 

 運動に参加した企業には、専門のアドバイザーによる指導が受けられるほか、運動参加企業であること
をアピールできるステッカーの配布を行っています。 
 また、参加いただいた企業の情報は 「シゴトバクラシバいわて」のWEBサイトに掲載し、若者をはじめ広
く県民にPRを行っています。 
  
参加申込方法 
 「シゴトバクラシバいわて‐企業のみなさま‐」WEBサイト内にある「いわて働き方改革推進運動特設ペー
ジ（ http://www.shigotoba-iwate.com/kigyou/kaikaku/ ）」から、参加宣言シートをダウンロードし、必要事
項を記入のうえ、運動事務局のジョブカフェいわてに提出（メール送信）します。 

 引き続き募集を行っておりますので、企業の皆様の積極的な参加をお待ちしています！ 

 いわて働き方改革推進運動への参加企業を引き続き募集しています！ 

いわて働き方改革ＡＷＡＲＤ2017 受賞企業が決定しました！ 

国や県などの取り組み 

１ 2 広がっています！県内企業の働き方改革！ 

 県では「いわて働き方改革推進運動」を展開し、働き方改革に取り組む企業をサポートしています。 

 平成29年10月26日に「いわて働き方改革推進セミナー」

を開催し、リクルートワークス研究所 大久保幸夫氏に「働
き方改革は人事改革×業務改革」と題し、ご講演をいただ
きました。 
 また、 「いわて働き方改革ＡＷＡＲＤ2017」 授賞式を同日

開催し、いわて働き方改革推進運動に参加表明いただい
た県内企業等98社のうち、取組状況等のチェックシートの
提出のあった71社の中から、右の企業の方々が受賞企業
に選ばれました。 

 受賞企業の取組は、今後「シゴトバクラシバいわて‐企業
のみなさま‐」WEBサイト内の働き方改革特設ページにてご
紹介します。 

働き方改革推進セミナーの様子 働き方改革ＡＷＡＲＤ2017授賞式の様子 

いわて働き方改革サポートデスク（ジョブカフェいわて内）  
  ☎ 019-621-1171 E-mail jinzai@jobcafe-i.jp  

 問い合わせ先 
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 問い合わせ先 

いわて働き方改革サポートデスク（ジョブカフェいわて内）  
  ☎ 019-621-1171 E-mail jinzai@jobcafe-i.jp  

 いわて働き方改革推進運動のシンボルマーク
ができました。  

 取組の意思表示や機運づくりを目的としたリ
ボン運動  のデザインを取り入れ、ブルーとグ

リーンの２色を使用し、岩手らしい仕事と暮らし
の相乗効果を表現しています。  

 運動に参加いただいた企業には、このシンボ
ルマークを使用したステッカーやピンバッジ、名
刺貼り付け用の電子データの提供を行ってい
ます。働き方改革のシンボルとしてご活用いた
だきますよう、どうぞよろしくお願いします。  

働き方改革実践企業の最終報告会が行われました！ 

 いわて働き方改革推進運動のシンボルマークができました！ 

 平成29年11月22日に「働き方
改革実践企業最終報告会」を開
催し、働き方改革実践モデル企
業として半年間取組を進めてきた
㈱ベアレン醸造所、信幸プロテッ
ク㈱、㈱スタイル薬局の３社から、
これまでの取組内容と今後の方
向性について発表いただきまし
た。 
 取組の成果として、整理整頓を
進め業務の効率化や、現場と事
務所の仕事内容の共有、風通し
のいい組織の実現などにつな
がった事例がありました。 
 県では、今後モデル企業の取
組事例等を紹介するテレビ番組
を作成し、広く県民向けにＰＲす
るなど、県内の働き方改革拡大
に向けて取り組んでまいります。  



４ 
 

 いわてで働こう推進協議会（会長：岩手県知事 達増拓也）は、岩手県内の産学官金労27
団体が参画し、オール岩手で若者等の県内就職や創業に向けた支援を展開しております。 
 本誌では、最近の取組や今後のイベント等について、紹介します。 

１ 高卒者の県内就職ワーキンググループの活動について 
 

  岩手県における高卒者の県内就職率は、66.3％（Ｈ29年３月卒）となっており、県内産業を支え
る人材の確保を図るため、高卒者の県内就職の促進が課題のひとつとなっています。このため、高
卒者の県内就職の向上を図るべく、本年７月に教育関係機関や経済団体等による「高卒者の県内
就職ワーキンググループ」を設置しました。  
  ９月には、本県より県内就職率が10ポイント以上高い山形県（78.1％）へ調査訪問したところで
す。この調査に刺激を受けて、11月には、盛岡商業高校において、保護者・高校生・教育関係職
員に対して県内企業を知ってもらい、新卒者の県内就職を支援するため、「地元企業を知る！ガイ
ダンス」を試験的に実施したところです。 
  ワーキンググループでは、引き続き調査や現状分析等を行い、高卒者の県内就職の向上に向
け行政、産業界、教育機関等が一体となって取り組んでいきます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

２ 「ふるさと発見！大交流会In Iwate 2017」に出展しました 
 

  平成29年11月19日（日）に岩手大学で開催された「ふるさと発見！大交流会In Iwate 2017」
（主催：ふるさと発見！大交流会In Iwate実行委員会、ふるさといわて創造協議会）にいわてで働こ
う推進協議会が出展しました。 
  「大交流会」は、いわての様々な産業・社会活動を発信し合うイベントで、200近くの企業、団体
によるブース出展や多彩なフォーラムを同時開催したものです。 
  当日は1,000名を超える来場者があり、当協議会のブースにも多くの大学生、高校生が訪れ、
県内就職の促進や雇用労働環境の改善など、「岩手で働く」を促進する様々な活動を知っていた
だく良い機会となりました。 

 
 
 
 
 
 
 
 

岩手県商工労働観光部雇用対策・労働室 雇用対策担当  電話 019-629-5592  問い合わせ先 

いわてで働こう推進協議会の取組 ２ 
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３ 協議会団体が開催する主なイベント等について（平成30年１月～３月） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

いわてで働こう推進協議会の取組 ２ 

岩手県商工労働観光部雇用対策・労働室 雇用対策担当  電話 019-629-5592  問い合わせ先 

地域 催事名（主催等） 日時 会場 内容 主な対象者

新農業人フェアinいわて
（主催：岩手県農業公社）

１月13日（土）
10：30～15：00

いわて県民情報交流セ
ンター（アイーナ）804会
議室

農業を始めたい方のための新規就
農相談会

福祉のしごと定期出張相
談会
（主催：岩手県社会福祉協議
会岩手県福祉人材センター）

①１月９日（火）
14：00～16：00
②２月６日（火）
13：00～15：00

ジョブカフェいわて
福祉・介護の仕事に就きたい・興味
がある方の個別相談会

福祉の就職総合フェア
2017
（主催：岩手県、岩手県社会
福祉協議会岩手県福祉人材
センター）

２月10日（土）
11：00～16：00

ホテルニューカリーナ2階

就職に役立つコミュニケーションスキ
ル講座、福祉施設・事業所PR タイ
ム、福祉の職場面談コーナー・相談
コーナー

平成29年度「もりおか就
職ガイダンス」
（主催：岩手労働局、盛岡公共職

業安定所、盛岡市、盛岡広域振

興局、盛岡地域雇用開発協会、

盛岡商工会議所、ジョブカフェい
わて）

３月15日（木）
13：00～16：00

ホテルメトロポリタン盛
岡ニューウィング4階メト

ロポリタンホール

就職希望者に対する求人情報の提
供（100事業所が参加予定）

新卒者、学
生、３年以内
の既卒者等

おかえりいわてツアー
（主催：岩手県、運営主体：
ジョブカフェいわて）

３月中旬 県内会場（調整中）

岩手県の企業や就職環境への理解
を促す交流会等（東京以北→盛岡
への片道交通費無料（新幹線指定
乗車券配布））

新卒者、学生
等

ふるさとミーティングin東京
（主催：岩手県、運営主体：
ジョブカフェいわて）

２月10日（土）
11：00～13：30

岩手県学生会館

ふるさとミーティングin仙台
（主催：岩手県、運営主体：
ジョブカフェいわて）

２月17日（土）
16：00～18：00

仙台トラストシティ(予定）

岩手県UIターンフェアⅡ
（共催：ふるさといわて定住財
団/岩手県/岩手県中小企業
団体中央会）

３月４日（日）
11：00～16：00

秋葉原UDX　GALLERY
トークセッション、個別面談、個別相
談等

新卒者、学
生、求職者全
般

岩手県の企業や就職環境への理解
を促す交流会等

県内

県外

求職者全般

新卒者、学生
等



６ 
 

 岩手県では、新事業や新たな販路開拓など、県内企業の「攻めの経営」・経営改善を担
うプロフェショナル人材の確保をサポートするため、「岩手県プロフェッショナル人材戦略拠
点」を設置し、運営しています。 
 

 今年度は、地方創生の起爆剤として期待される観光関連企業や、働き方改革推進企業
等を対象として、企業の成長を担うプロフェショナル人材の確保を目指すセミナー、マッチン
グイベントを開催します。 

【セミナー及びマッチングイベントの開催について】 
 

１ 観光関連企業を対象とした事業 
 ① 「観光関連産業の採用力向上セミナー」（開催済） 
 

 （日時） 平成29年12月4日（月）13：15～16：20 

 （場所） ホテルルイズ（岩手県盛岡市盛岡駅前通７番15号） 

 （対象） 観光関連企業、関連業務に携わる方、行政職等 
 

 ② 「第１回北東北３県合同マッチングイベント」 
 

 （日時） 平成30年1月28日（日）13：00～16：30 

 （場所） フクラシア浜松町（東京都港区浜松町１-22-5 KDX浜松町センタービル６階） 

 （対象） 観光関連企業・地域資源活用企業等 
 

２ 働き方改革推進企業を対象とした事業 
 ① 「（仮）働き方改革推進企業の採用力向上セミナー」 
 

 （日時） 平成30年1月16日（火）13：15～16：20 

 （場所） ホテルシティプラザ北上（岩手県北上市川岸1丁目14-1 ） 

 （対象） 働き方改革に関心のある県内企業、行政職、支援機関等 

 

 ② 「第２回北東北３県合同マッチングイベント」 
 

 （日時） 平成30年２月18日（日）13：00～16：30 

 （場所） フクラシア丸の内オアゾ（東京都千代田区丸の内1-6-5）  

 （対象） 働き方改革推進企業等 
 
 ＜各セミナー及びマッチングイベントの問い合わせは＞ 
 

 岩手県プロフェッショナル人材戦略拠点 
 住所：岩手県盛岡市北飯岡２-４-26 （公財）いわて産業振興センター内 

  Ｈ Ｐ： http://www.joho-iwate.or.jp/professional/ 

  ℡ ： 019-631-3828     Fax ： 019-631-3830 

岩手県プロフェッショナル人材戦略拠点の取組 ３ 

岩手県商工労働観光部雇用対策・労働室 雇用対策担当  電話 019-629-5592  問い合わせ先 



４ 「いわて女性活躍企業認定制度」の創設について 

岩手県環境生活部若者女性協働推進室 女性活躍支援担当 ☎ 019-629-5346  問い合わせ先 

いわて女性活躍企業等認定制度
岩手県では、女性の活躍推進に向けて積極的に取り組む企業等を「いわ

て女性活躍認定企業等（ステップ１）」、「いわて女性活躍認定企業等（ス
テップ２）」として認定する制度を創設しました。

対象

岩手県に本社または主たる事業所を置く企業、個人、法人及び団体

認定区分・要件

登録のメリット （ステップ１・２共通）

✯女性の活躍推進に取り組む企業等として、イメージがアップし、社会的評価が高まります。

✯県のホームページ等により、広く県民に紹介します。

✯職業安定書の求人登録表に表示できます。

申請方法

県のホームページから様式をダウンロードし、必要事項を記入し、提出書類を添えて提出して

ください。 http://www.pref.iwate.jp/seishounendanjo/46179/059425.html

問い合わせ・申請書提出先

岩手県環境生活部若者女性協働推進室 女性活躍支援担当

〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1

TEL：019-629-5346 FAX：019-629-5354 MAIL：AC0006@pref.iwate.jp

いわて女性活躍認定企業等 （ステップ１）

(1)、(2)の要件すべて満たす企業等

(1) 企業等の経営トップ（代表者）が女性の活躍推進に向けた取組方針を従業員
に対して宣言していること。

(2) 次のいずれかに取り組んでいること。
ア 県が主催する女性活躍関連セミナーに参加している。
イ 女性社員・女性管理職を対象とした女性のキャリア形成につながる研修を

実施している。（社外研修含む。）

いわて女性活躍認定企業等 （ステップ２）

(1)、(2)、(3)の要件をすべて満たす企業等

(1) 企業等の経営トップ（代表者）が女性の活躍推進に向けた取組方針を従業員
に対して宣言していること。

(2) 次のいずれかに取り組んでいること。
ア 今までに女性が少なかった職務に女性の配置を増員している。
イ 女性管理職の人数を増員している。
ウ 女性社員・女性管理職を対象とした女性のキャリア形成につながる研修を

実施している。（社外研修含む。）
(3) 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、岩手労働局に届

出していること。

７ 
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対象は･･････････････県内に本社又は主たる事務所があり、常時雇用する労働者の数が300人以 
          下の中小企業等です。       
認証基準は･･････････（1） 次世代育成支援対策推進法第12条に基づく「一般事業主行動計画」を策定
し、都道府県労働局に届け出ていること。 
（2） 子育て支援を推進する取組を行っていること。 ※１ 
（3） 育児・介護休業法に沿った育児休業制度及び（2）で盛り込んだ 
項目を、就業規則又は労働協約に規定していること。 
（4） 「応援宣言」または、「企業内子育て支援推進員」を配置し 
ること。 ※２ 

５ いわて子育てにやさしい企業等 認証・表彰制度 

岩手県では、常時雇用する従業員が300人以下の中小企業で、仕事と子育ての両立支援など男

女が共に働きやすい職場環境づくりに取り組む企業等を認証し、顕著な成果があった企業を表彰
しています。 

対象は 
  県内に本社又は主たる事務所があり、常時雇用する労働者の数が300人以下の中小企業等です。 
 

認証基準は 
  （1） 次世代育成支援対策推進法第12条に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、都道府県労働 
   局に届け出ていること。                
  （2） 子育て支援を推進する取組を行っていること。 ※１ 
  （3） 育児・介護休業法に沿った育児休業制度及び（2）で盛り込んだ項目を、就業規則又は労働協 
   約に規定していること。         
  （4） 「応援宣言」または、「企業内子育て支援推進員」を配置していること。 ※２ 
 

認証されると 
  県のホームページ等により、広く県民に紹介します。 
 

申請は 
  「申請書」を最寄の広域振興局等に提出してください。 
 

申請に必要な書類は 
  一般事業主行動計画の写し、就業規則の写し、その他参考となる資料 
 

認証のメリット 
  ○子育て支援に取組む企業等として、イメージがアップし、社会的評価が高まります。 
  ○職業安定所の求人登録票に表示できます。 
  ○県単融資制度（県商工観光資金）にかかる保証料率の引下げ（0.05%）の対象になります。 
  ○県が発注する特定の施策に係る物品納入（10万円以下）と印刷物製作業務（30万円以下）の 
  契約について優先されます。 
  ○（公財）いきいき岩手支援財団の「子育てにやさしい職場環境づくり助成金」の対象になります 
  （最大30万円）。 
 

対象は 
  認証企業等のうち、以下の表彰基準を満たす企業です。 
 

表彰基準は 
  （1） 認証基準が実践されていること 
  （2） 独自性、先進性のある優れた取組みをしていること  
  （3） 過去3年間に関係法令に係る重大な違反がないこと 
 
 

＊２０１７年12月８日 現在 

認証企業34社 
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いわて子育てにやさしい企業等 認証・表彰制度 

 
 

認証制度の留意事項 

※１ 認証基準（2）について 

計画の内容に、次の項目のうち、1項目以上を盛り込んでいること。 

①育児・介護休業法の規定を上回る育児休業制度 

②育児・介護休業法の規定を上回る看護休暇制度 

③育児・介護休業法の規定を上回る勤務時間の短縮等の措置 

 短時間勤務制度、フレックスタイム制、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ 

 所定外労働をさせない制度、託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与 

④出産や子育てによる退職者についての再雇用制度 

⑤所定外労働の削減のための措置 

⑥年次有給休暇の取得の促進のための措置 

※２ 次の項目のいずれかに取組んでいること。 

①企業等の代表者が計画の内容等を積極的に推進していくことを「応援宣言」として従業員に対し
て宣言していること。 

②働きやすい職場環境の整備のため、「企業内子育て支援推進員」を配置していること。 

表彰制度の留意事項 

※３ 表彰基準（2）について 

次のような、独自性、先進性のある優れた取組みを1項目以上実践していること。 

①次世代育成支援対策推進法に基づく岩手労働局長の認定を受けていること。 

②男性の育児休業者の実績があること。 

③子の看護休暇を取得した男性従業員がいること（ただし、１歳に満たない子のために利用した
場合は除く）。 

④３歳に達するまでの子を養育する従業員に対する短時間勤務の制度の措置を講じており、当
該制度を利用した男性従業員がいること。 

⑤地域において、子育てを支援する取組みを行うなど地域貢献していること。 

⑥その他従業員の子育てを支援する先進的な取組みを行っていること。 

 問い合わせ先 
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対象は･･････････････県内に本社又は主たる事務所があり、常時雇用する労働者の数が300人以 
          下の中小企業等です。       
認証基準は･･････････（1） 次世代育成支援対策推進法第12条に基づく「一般事業主行動計画」を策定
し、都道府県労働局に届け出ていること。 
（2） 子育て支援を推進する取組を行っていること。 ※１ 
（3） 育児・介護休業法に沿った育児休業制度及び（2）で盛り込んだ 
項目を、就業規則又は労働協約に規定していること。 
（4） 「応援宣言」または、「企業内子育て支援推進員」を配置し 
ること。 ※２ 

 問い合わせ先 

６ 労働派遣事業は許可制です！！ 

岩手労働局職業安定部需給調整事業室   ☎ 019-604-3004 
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対象は･･････････････県内に本社又は主たる事務所があり、常時雇用する労働者の数が300人以 
          下の中小企業等です。       
認証基準は･･････････（1） 次世代育成支援対策推進法第12条に基づく「一般事業主行動計画」を策定
し、都道府県労働局に届け出ていること。 
（2） 子育て支援を推進する取組を行っていること。 ※１ 
（3） 育児・介護休業法に沿った育児休業制度及び（2）で盛り込んだ 
項目を、就業規則又は労働協約に規定していること。 
（4） 「応援宣言」または、「企業内子育て支援推進員」を配置し 
ること。 ※２ 

 問い合わせ先 
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岩手労働局職業安定部需給調整事業室   ☎ 019-604-3004 



人が対象！ 
年齢やパート・アルバイトなどの 

働き方の違いにかかわらず、 

すべての労働者に適用されます。 

  

☑ 最低賃金未満の労働契約

は 

無効！ 
無効となっている最低賃金との 

差額は、さかのぼって 

請求できます。 

用者も、労働者も、必ず確認、最低
賃金。 
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７ 

岩手県の特定（産業別）最低賃金が平成29年12月30日に変わります！ 

*百貨店，総合スーパー（新設） 
 ・衣，食，住にわたる各種商品を小売
する事業所で，その事業所の性格上い
ずれが主たる販売商品であるかが判別
できない事業所であって，従業員が常
時５０人以上のもの。 
 

*自動車小売業 
 ・自動車（新車）小売業  
 ・中古自動車小売業  
 ・自動車部分品・附属品小売業 
 

*各種商品小売業最低賃金（据え置き） 
 ・衣，食，住にわたる各種商品を小売
する事業所で，その事業所の性格上い
ずれが主たる販売商品であるかが判別
できない事業所であって，従業員が常
時５０人未満のもの 
 
 
 

注） 従来の「各種商品小売業最低賃
金」については改正されないため、適用
を受ける事業所のうち、５０人未満の事
業所にあっては時間額７６７円が適用さ
れ、５０人以上の事業所にあっては百貨
店，総合スーパー最低賃金が適用され
ます。 

 岩手県最低賃金（時間額７３８円）より高い水準で設定 
 
*鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業 
 ・鉄鋼業 (①高炉による製鉄業 ②銑鉄鋳物製造業 ③可鍛鋳鉄製造業 ④鉄鋼シャースリット業 
  ⑤鋳鉄管製造業 ⑥他に分類されない鉄鋼業を除く。) 
  ・金属線製品製造業(ねじ類を除く) 
  ・その他の金属製品製造業  
 

*光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 
 ・光学機械器具・レンズ製造業 
 ・時計・同部分品製造業  
 

*電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 
 ・電子部品・デバイス・電子回路製造業 
 ・電気機械器具製造業 （①民生用電気機械器具製造業 ②電球･電気照明器具製造業 ③電池製造 
    業 ④医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。) ⑤その他の電気機械器具製造業を除く。) 
 ・情報通信機械器具製造業 

雇う上でも、働く上でも、最低限のルール。 

岩手労働局労働基準部賃金室   ☎ 019-604-3008  問い合わせ先 



使☑  働くすべての人が対

象！ 
年齢やパート・アルバイトなどの 

働き方の違いにかかわらず、 

すべての労働者に適用されます。 

  

☑ 最低賃金未満の労働契約

は 

無効！ 
無効となっている最低賃金との 

差額は、さかのぼって 

請求できます。 

用者も、労働者も、必ず確認、最低
賃金。 
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職場のトラブルで悩んでいませんか？労働委員会の委員が相談に応じます。 
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各種助成金のお知らせ 
平成29年度の助成金についてお知らせします。ご活用ください。 ３ 

１ 事業復興型雇用確保助成金のお知らせ 

 岩手県では、平成29年度から、従前の「事業復興型雇用創出助成金」を拡充した「事
業復興型雇用確保助成金」を実施しており、これまでの雇入費のほか、新たに住宅支援
費を助成対象とします。 
 対象となる事業所は、岩手県内の沿岸12市町村に所在する中小企業であって、国又は
自治体の補助金などの産業政策を導入し、原則として、平成29年度中に対象となる労働
者等を雇い入れた事業所となります。 

 【雇入費助成】について 
(１)概要 

  岩手県内の沿岸１２市町村に所在する事業所が被災求職者を雇用した場合、１人当たり３年間 

 で最大１２０万円を助成します。 

(２) 助成金の対象事業所 

  次のいずれにも該当する沿岸12市町村に所在する事業所が対象となります。 

  ① 県が別に定める国又は自治体の補助金・融資等による産業政策の支援対象となっている 
   事業を実施していること。（対象の産業政策については県公式ホームページをご覧ください。） 

  ② 原則、中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業者又はこれに準ずるもの 

  ③ 原則、平成29年度に初めて雇入費助成金を申請する事業所であること（※１） 
    （※１）平成28年度までに事業復興型雇用創出助成金の支給を受けた事業所は、支給申請に係る 
        新規雇用者のうち、最も雇い入れの早い者の雇い入れから2年以内に雇い入れた労働者 
       （平成28年度以降に雇い入れた者に限る）がある場合は助成対象となります。 

(３) 助成金の対象労働者 

   次のいずれにも該当する労働者が対象となります。 

  ①  助成金の対象事業所に雇用された被災三県求職者(※2)  

  ・ 平成29年度に初めて申請する事業所の場合、平成29年１月28日以降に雇用された労働者 
    （平成28年度までに助成金の支給を受けた事業所については、（２）の※１に記載の労働者が対象） 

  ・ 再雇用者は、新規雇用者１名につき４名まで申請可能（助成対象労働者の８割の人数まで） 
  ・ 新規学卒者も対象（H23.３.11に本人又は扶養者が岩手県、宮城県、福島県に居住していた 
   場合に限る。） 
  ・ （2）①の補助金、融資等による産業政策の支援決定以後に雇用された労働者 

  ②  ｢期間の定めのない雇用契約」又は｢１年以上の有期雇用で契約更新が可能な雇用契約｣により 
   雇用された求職者 
  ③ 雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者（所定労働時間が週20時間以上） 
   (※2) 被災三県求職者：平成23年３月11日において岩手県、宮城県、福島県で勤務又は居住していた求職者 

(4) 雇入費の助成金の支給額 

 １人当たり最大３年間を認定し、助成対象労働者が在職している期間について支給します。 
 
 
 

問い合わせ 岩手県商工労働観光部雇用対策・労働室 事業復興型助成金担当☎ 019-629-5586    
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問い合わせ 岩手県商工労働観光部雇用対策・労働室 事業復興型助成金担当☎ 019-629-5586    

 【住宅支援費助成】について 
(1) 概要  
  岩手県内の沿岸１２市町村に所在する事業所が求職者の雇い入れのために、住宅支援の導入等   
 による職場環境の改善を図り、かつ雇用の確保・維持を達成した場合、１事業所当たり３年間で  
 最大７２０万円を助成します。 

(2) 助成金の対象事業所 
  次のいずれにも該当する沿岸12市町村に所在する事業所が対象となります。 
  ①  県が別に定める国又は自治体の補助金・融資等による産業政策の支援対象となっている 
   事業を実施していること。（対象の産業政策については県公式ホームページをご覧ください。）               
  ②  原則、中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業者又はこれに準ずるもの 
  ③  受給要件労働者の雇い入れに先立って、就業規則等明文の規程に基づき、下記のいずれかの 
   住宅支援の取組を行うこと(※３) 
   (※3) 雇入れ前に取組を行い、申請時に受給要件労働者がその住宅支援を実際に受けていることが必要です。下図参照 

ア 労働者を居住させるため、新たに住宅の賃借契約を締結すること（住宅の新規借り上げ） 
イ 労働者を居住させるため、賃借契約を変更して住宅を追加すること（住宅の追加借り上げ） 
ウ 就業規則等の規程を改正し、住宅手当を新規に導入すること（住宅手当の導入） 
エ 就業規則等の規程を改正し、住宅手当の金額の増額又は対象者の範囲を拡大すること（住宅手当の拡充） 

(3) 受給要件労働者 
  「受給要件労働者」とは、住宅支援費の助成金を受けるための要件となる者で、平成29年度中  
 に雇用された、次のいずれにも該当する労働者です。 
  ① 助成金の対象事業所に雇用された求職者（被災三県求職者以外の者も含む。） 
    ・補助金、融資等による産業政策の支援決定以後、住宅支援の取組を開始した後に雇用された 
   者であること。 
  ② ｢期間の定めのない雇用契約」又は｢１年以上の有期雇用で契約更新が可能な雇用契約｣によ 
    り雇用された求職者 
  ③ 雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者 

ア  住宅の新規借り上げに際して締結した賃借契約に基づき支払う賃借料 
イ  住宅の追加借り上げに際して変更した賃借契約に基づき支払う賃借料と変更前の賃借料との差額 
ウ  住宅手当の導入に伴い、改正した就業規則等に基づき支給した手当の額 
エ  住宅手当の拡充に伴い、改正した後の就業規則等に基づき支給した手当の額と、変更前の就業規則等    
  に基づき支給する手当の額との差額 

(4) 住宅支援費の助成金支給額 
  (2)③の住宅支援の導入等に要する経費の3/4に相当する額を支給します。 
    （受給要件労働者以外の労働者の経費も含み、１事業所当たりの上限は年間240万円、3年間で720万円） 

受付期間及び申請手続きに関する問い合わせ先  
① 受付期間    平成30年２月９日（金）まで  
② 問い合わせ  岩手県事業復興型雇用創出助成金事務センター  
        〒020-0021 岩手県盛岡市中央通1-7-25 朝日生命盛岡中央通ビル３階  
        ☎ 019-601-5263  FAX 0120-079-200   （受付時間 平日9：30～12：00、13：00～16：30） 



岩手労働局雇用環境・均等室  ☎ 019-604-3010 問い合わせ先： 

問い合わせ先： 岩手労働局労働基準部健康安全課 ☎ 019-604-3007 


